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 佐賀県知事 山口 祥義 様 

 

 

住  所 鳥栖市本鳥栖町５３７－１ 

団 体 名 特定非営利活動法人とす市民活動ネットワーク 

代表者職・氏名 代表理事 鈴木 登美子       

                   

 

 

佐賀県ふるさと寄附金「ＮＰＯ等を指定した支援」による 

寄附金活用実績報告書 

 

 

  令和２年８月１３日付け県協第９２９号及び令和３年(2021 年)２月２日付け県協第２０６６号

により寄附金交付決定通知のあった佐賀県ふるさと寄附金「ＮＰＯ等を指定した支援」を活用して下

記のとおり事業を実施したので、佐賀県ふるさと寄附金（「県民協働の地域づくり」及び「ＮＰＯ等を

指定した支援」）による寄附金交付要綱の規定により、関係書類を添えて報告します。 

 

記 

 

１ 活用実績報告書（様式第６号 別紙１） 

２ 収支決算書（様式第６号 別紙２） 

 

 

  



（様式第６号 別紙１） 

    年度寄附金活用実績報告書 

 

事  業  名 みんなの力で地域を元気にする事業 

寄 附 受 入 額       ５２２，５００円 

事業内容（いつ、どこで、誰が、何を、どのように実施したのかについて記載）  

１．もくもくひろば事業 

■期間：2020年 9月 10日、10月 8日、11月 12日、3月11日 

■場所・会場：鳥栖市内、フレスポ鳥栖ウエルカムコート 

■主催者・参加者：未就園児親子延べ177名 

■事業の要旨：佐賀県産杉の積み木と国産材のおもちゃを広げた交流広場の開催  

 

２．佐賀の森林・緑を次世代に引き継いでゆくための木育事業 

■期間：2020年 9月～2020年 11月 

■場所・会場：鳥栖市内、①サンメッセ鳥栖・②フレスポ鳥栖ウエルカムコート 

■主催者・参加者：① 木育に興味のある方５０人 ②鳥栖市及び周辺住民500人 

■事業の要旨：①田口浩継氏を講師に迎え木育講演会とワークショップを実施する 

       ②森と木ふれあいフェスタの開催 

 

３．人と森をつなぐ木材利用と木育事業 

■期間：2020年 12月～2021年 2月 

■場所・会場：鳥栖市内、①フレスポ鳥栖ウエルカムコート②③サンメッセ鳥栖、 

④とす市民の森 

■主催者・参加者：①鳥栖市及び周辺住民500人②木育を推進する方20人 

③鳥栖市及び周辺住民800人④小学生親子10組 

■事業の要旨：①木育カフェ：木工体験会②木育推進員養成講座③木育体験フェスタ 

④森林体験会 の開催 

 

 事業実施の成果・効果（見込み）  

※提出期限までに成果・効果を示すことが困難な場合は、成果・効果の見込みを記入してください。 

・木育活動を通し延べ 1,000 人の子ども達を対象に豊かな感性と思いやりの心を育むこと

ができる。 

・木の文化が息づく地域づくりのための指導委員を20名育成することができる。 

 

 



（様式第６号 別紙２） 

 

収 支 決 算 書 

事業名 みんなの力で地域を元気にする事業 

区  分 決算額（円） 備  考 

収 
 

入 

佐賀県ふるさと寄附金 149,000 第 1回交付：149,000 円 

 373,500 第 2回交付：373,500 

助成金 339,315 2020年度日本郵便年賀寄附金 

事業収入 19,000 材料代 

雑収 1,726 利息他 

前年度繰り越し 2,117,675  

収入 計 3,000,216  

支 
 

出 

謝金 370,000 講師、チラシデザイン 

旅費 75,972 講師、学生ボランティア 

印刷製本費 82,900 チラシ、講座資料 

消耗品費 196,062 工作材料、文具他 

使用料・賃借料 48,570 会場使用料 

会議費 3,200 打合せお茶代 

通信費 32,648 切手 

研修費 13,000 研修参加費 

渉外費 1,100 打合せ手土産 

人件費 502,018 給与、雑給、福利厚生 

雑費 46,235 振込手数料、講師弁当代 

広報宣伝費 10,000 チラシ折り込み遼 

支払手数料 48,500 佐賀県手数料 

地代家賃 528,000 倉庫代 

保険料 22,680 賠償責任保険 

返礼品等の調達に係る費用 117,566 商品代金 

返礼品等の送付に係る費用 23,938 送料、クール代 

広報に係る費用 0  

事務に係る費用 0  

繰越金 877,827  

支出 計 3,000,216  

○支出区分は、謝金、旅費、印刷製本費、消耗品費、使用料等に分けて記載してください。 

経理上の区分名で記載して構いません。 

○領収書等は事業終了後５年間保存してください。 


